昭和37年11月 1日制　　定
昭和45年 5月29日一部改正

昭和48年 8月18日一部改正

昭和53年 9月 5日一部改正

昭和54年 8月 6日一部改正

昭和58年 9月22日一部改正

昭和62年 6月14日一部改正
平成15年 2月28日一部改正

平成20年 8月 20日一部改正
社団法人　埼玉県里親会定款

第１章　　　　総　　　　　　則

（目　　　的）

第　　１　条　　この法人は、児童福祉法の精神に基づき里親制度の向上発展を図り児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
（名　　　称）
第　　２　条　　この法人は、社団法人埼玉県里親会という。

（事　務　所）

第　　３　条　　この社団法人（以下「本会」という）の事務所を、埼玉県上尾市大字上尾村字向原１,２４２番地１埼玉県中央児童相談所内におく。

（事　　　業）

第　　４　条　　第１条の目的を達成するため、本会は次の事業を行なう。

　　　　　　　　１．里親の研修。

　　　　　　　　２．受託児童の福利厚生。

　　　　　　　　３．里親制度の啓発、普及、促進。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）優良里親の表彰。

　　　　　　　　　（２）里親会組織の拡充のために、特に貢献したと認められる団体及び個人。

　　　　　　　　５．その他、目的を達成するために必要な事業。
第２章　　　　会　　　　　　員

（種　　　別）
第　　５　条　　本会の会員は次の２種とする。

　　　　　　　　１．本会の目的に賛同し、児童の委託を受けている里親。

　　　　　　　　２．児童委託解除時に、引続き会員であることを希望する里親。

（会　　　費）

第　　６　条　　会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（入　　　会）

第　　７　条　　会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出しなければならない。

　　　　　　　２．入会の承認は理事会が行なう。

（退会及び資格喪失）

第　　８　条　　会員が退会するときは、書面でその旨を届出しなければならない。

　　　　　　　２．会員が会費を納入しなかったときは、資格を失う。

（会費等の不返還）

第　　９　条　　退会した会員がすでに納入した会費、その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。

第３章　　　　組　　　　　　織

（構　　　成）

第　１０　条　　本会は第５条に規定する会員をもって組織する。

第　１１　条　　本会は、各児童相談所の管轄ごとに支部をおく。

　　　　　　　２．前項の支部が必要と認めるときは、地区をおくことができる。

第　１２　条　その他、本会の組織について必要な事項は総会において別に定める。

第４章　　　　役　　　　　　員

（種別及び選任）
第　　１３　条　　本会に次の役員をおく。

　　　　　　　　　（１）理事　　９名以上１３名以内

　　　　　　　　　（２）監事　　　　　　　　　２名

　　　　　　　　２．理事の互選により理事長１名、副理事長２名を理事のうちから選任する。

　　　　　　　　３．理事及び監事は会員の中から総会において選任する。

　　　　　　　　４．理事及び監事は相互に兼ねることができない。

（職　　　務）

第　１４　条　　理事長は本会を代表し、会務を総括する。

　　　　　　　２．副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事長があらかじめ定める順序に従いその職務を代行する。

　　　　　　　３．理事は理事会を組織し、会務を執行する。

　　　　　　　４．監事は民法第５９条の職務を行なう。

（任　　　期）

第　１５　条　　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

　　　　　　　２．補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　　　　　　　３．辞任または、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務行なわなければならない。

（顧問及び参与）

第　１６　条　　本会に、顧問及び参与をおくことができる。

　　　　　　　２．顧問及び参与は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

　　　　　　　３．顧問及び参与の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

　　　　　　　４．顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。

　　　　　　　５．参与は、理事会及び総会に出席して、意見を述べることができる。

（相　談　役）

第　１７　条の２　　本会に、相談役をおくことができる。

　　　　　　　２．相談役は、かつて、会員として里子の養育及び本会の運営に多大の功績のあったもののうちから、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。

　　　　　　　３．相談役の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
　　　　　　　４．相談役は、理事会及び総会に出席して、意見を述べることができるほか、理事長の要請により里親の指導を行なうことができる。

（職　　　員）
第　１８　条　　本会に、職員若干名をおく。
　　　　　　　２．職員は、理事長が任免又は委嘱する。

　　　　　　　３．職員は、理事長の定めた職務に従事する。

第５章　　　　会　　　　　　議

（種　　　別）

第　１９　条　　会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の２種とする。

（構　　　成）

第　２０　条　　総会は、第５条の会員をもって構成する。

　　　　　　　２．理事会は理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

（権　　　能）

第　２１　条　　総会は、この定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。

　　　　　　　　（１）事業計画及び予算の決定

　　　　　　　　（２）事業報告及び決算の承認

　　　　　　　　（３）その他、本会の運営に関する重要な事項

　　　　　　　２．理事会は、この定款に規定するもののほか次の事項を決定する。
　　　　　　　　（１）総会の議決した事項の執行

　　　　　　　　（２）総会に付議すべき事項

　　　　　　　　（３）その他、総会の議決を要しない会務の執行
（開　　　催）

第　２２　条　　通常総会は、毎年１回開催する。

　　　　　　　２．臨時総会は、次の各号の場合に開催する。

　　　　　　　　（１）理事会が必要と認めたとき

　　　　　　　　（２）会員の５分の１以上から会議の目的を記載した書面による開催の請

　　　　　　　　　　　求があるとき

　　　　　　　　（３）民法第５９条第４号に基づき監事が招集するとき

　　　　　　　３．理事会は随時開催する。

（招　　　集）

第　２３　条　　総会は、前条第２項第３号の場合を除いて理事長が招集する。
２．理事長は、前条第２項第２号の場合には、請求の日から４０日以内に招集

しなければならない。

　　　　　　　３．総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面

を少なくとも５日前に会員に送付しなければならない。

　　　　　　　４．理事会は、理事長が招集する。

（議　　　長）

第　２４　条　　総会及び理事会の議長は理事長がこれにあたる。

（定　足　数）

第　２５　条　　会議は、構成員の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。
（議　　　決）

第　２６　条　　会議の議事は、この定款に別に定める場合を除いて構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
（書面表決等）

第　２７　条　　やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において書面表決者又は、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

（議　事　録）

第　２８　条　　会議の議事については、議事録を作成し議長及び出席代表者２名が署名捺印のうえこれを保存するものとする。
第６章　　　　資産及び会計

（資産の構成）

第　２９　条　　本会の資産は、次のとおりとする。

　　　　　　　　（１）別紙、財産目録記載の財産。

　　　　　　　　（２）資産より生ずる収入。

　　　　　　　　（３）事業にともなう収入。

　　　　　　　　（４）寄付金、配分金及び助成金。

　　　　　　　　（５）会員の会費。

　　　　　　　　（６）その他の収入。

（資産の種類）

第　３０　条　　本会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の２種とする。

　　　　　　　２．基本財産は、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び財産に編入され

る財産をもって構成する。

　　　　　　　３．運用財産は、基本財産以外の資産とする。

　　　　　　　４．寄付金品であって、特に寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
（資産の管理）

第　３１　条　　本会の資産は、理事会の議を経て、理事長が管理する。

　　　　　　　２．基本財産は理事会の議を経て、確実な有価証券又は確実な銀行預金等により保管する。

　　　　　　　３．基本財産は、これを消費し又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議を経て使用することができる。

（予算及び決算）
第　３２　条　　本会の収支予算は、理事会の議を経て総会において審議し、決定しなければならない。
　　　　　　　２．本会の決算は、会計年度終了後、財産目録とともに監事の監査を受け、理事会ならびに総会の承認を得なければならない。
（会計年度）

第　３３　条　　本会の会計年度は、毎年４月１日より始まり、翌年３月３１日に終る。
第７章　　　　定款の変更ならびに解散

（定款の変更）

第　３４　条　　この定款は、総会において出席会員の４分の３以上の同意を得、且つ、主務官庁の許可を得なければ、変更することができない。

（解散合併）

第　３５　条　　この法人の解散、又は、合併するときは、総会において４分の３以上の同意を得、且つ、主務官庁の許可を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第　３６　条　　この法人の、解散にともなう残余財産は、総会において４分の３以上の同意を得、且つ主務官庁の許可を経て、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

第８章　　　　付　　　　　　則

（細　　　則）

第　３７　条　　この法人の施行細則は、理事会において定める。

第　３８　条　　この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

　　　　　　　　　　理事長　井ヶ田　酉之助
　　　　　　　　　　　副理事長　武田　一好
　　　　　　　　　　　理　　事　今村　国光
　　　　　　　　　　　理　　事　中根　幸太郎
　　　　　　　　　　　理　　事　牛込　フサエ
　　　　　　　　　　　理　　事　石井　徳太郎
　　　　　　　　　　　理　　事　服部　融泰
　　　　　　　　　　　理　　事　立沢　武雄
　　　　　　　　　　　理　　事　町田　佐伝次
　　　　　　　　　　　理　　事　久保　勝一
　　　　　　　　　　　理　　事　野口　堅三郎
　　　　　　　　　　　理　　事　坂本　春五郎
　　　　　　　　　　　理　　事　田所　徳松
　　　　　　　　　　　監　　事　飯島　好作
　　　　　　　　　　　監　　事　武政　崟夫
　　　　　　　　　　　　　　　　
第　３９　条　　設立当初の役員の任期は、昭和３９年総会において改選されるまでとする。
	平成２３年度　社団法人埼玉県里親会役員名簿

	平成23年6月12日現在

	役職名
	氏　名
	備　考

	理事長
	日野　慶次郎
	非常勤

	副理事長
	石井　敦
	非常勤

	副理事長
	新井　康夫　
	非常勤

	理事
	大野　礼子
	非常勤

	理事
	福田　泉
	非常勤

	理事
	丸山　智也
	非常勤

	理事
	江中　安秋
	非常勤

	理事
	横田　輝子
	非常勤

	理事
	村木　道行
	非常勤

	理事
	中臺　靖夫
	非常勤

	理事
	野中　裕子
	非常勤

	理事
	渡辺　裕子
	非常勤

	監事
	金川　世季子
	非常勤

	監事
	萩原　タキ子
	非常勤


平成２２年度事業報告
１　総会及び理事会の開催
　(1) 総　　会
　　　平成２２年６月１３日（日）、中央児童相談所大会議室において開催し、委任状を含め　　９３名の出席を得て、平成２１年度事業報告及び決算、並びに平成２２年度事業計画（案）　　及び予算（案）等について審議し、原案のとおり承認した。
　　　なお、午後からこども安全課による「里親希望者掘り起こし事業について」、「児童福

　　祉施設に入所する子ども等への特別の支援について」の情報提供及びグループによる意見

　交換を行った。

　　新井康夫・裕子里親（吉見町）、中畝道博・多喜里親（長瀞町）、山根鉄樹・康子里親（越

　谷市）が理事長表彰を受賞された。
　(2) 理 事 会
第１回　平成２２年　５月１９日（水）　　　中央児童相談所大会議室
　　　　　　平成２１年度事業報告及び決算、並びに平成２２年度事業計画（案）及び予算　　　　　　（案）について審議・承認した。また、平成２２年度定期総会について協議した。　　第２回  平成２２年１１月１９日（金）　　　中央児童相談所大会議室
　　　　　　公益法人移行及び第５８回関東甲信越静里親研究協議会等について意見交換を行った。
第３回  平成２３年　２月２３日（水）      中央児童相談所大会議室
　　　　　　平成２２年度事業報告及び決算見込み、平成２３年度事業計画（案）並びに予算　　　　　（案）について審議・（承認）したほか、公益社団法人移行について、第５８回関

　　　　　東甲信越静里親研究協議会等について意見交換を行った。
２　会報「いとしご」の発行・編集及びリーフレット「里親制度のごあんない」の作成・配布　(1)会報「いとしご」第５６号の発行(1,000部)・第５７号の編集
　　　特集「困ったなあ　こんなときどうしたの？　どうするの？」や里親・里子の寄稿文、　大会参加報告、作品展などを掲載した第５６号を会員をはじめ関係機関等に配布し、里親　制の普及・広報に努めた。
　　　また、第５７号の編集を行った。
　　【第５７号　編集委員会】
　　第１回　　平成２２年１０月　６日（水）　　中央児童相談所小会議室
　　第２回　　平成２２年１１月　４日（木）　　中央児童相談所小会議室
　　第３回　　平成２３年　２月　２日（水）　　中央児童相談所小会議室
　(2) 「里親制度のごあんない」作成・配布

　　リーフレット「里親制度のごあんない」を作成（2,000部）し、各支部及び里親に配布した。

３　研修事業
(1) 養育里親基礎研修（講義）
第１回    平成２２年　５月１５日（土）    中央児童相談所
第２回    平成２２年　７月２４日（土）    中央児童相談所
第３回    平成２２年１０月　９日（土）    中央児童相談所
第４回    平成２３年　１月２９日（土）    中央児童相談所
(2) 養育里親認定前研修（講義）

第１回    平成２２年　４月１７日（土）１８日（日）　南児童相談所
第２回    平成２２年　６月２６日（土）２７日（日）　越谷児童相談所
第３回    平成２２年　８月　７日（土）　８日（日）　さいたま市児童相談所
第４回    平成２２年１１月１３日（土）１４日（日）　中央児童相談所
第５回    平成２３年　２月２６日（土）２７日（日）　所沢児童相談所
４　大会等への派遣
　(1) 関東甲信越静里親研究協議会
　　　平成２２年７月１１日（日）、川崎市「川崎日航ホテル」で開催され、本会から５８名（里子を含む）が参加した。また、沼口里親（中央）及び西村里親（越谷）が大会会長表彰を受賞された。
　(2) 里親研究協議会inなら、全国里親大会
　　　平成２２年１１月６日（土）、７日（日）奈良県天理市「天理市民会館」等で開催され、本会から２１名（里子含む）が参加した。また、西村里親（越谷）が大会会長表彰を受賞された。

５　ホームページの改訂
　　支部のページを含め、掲載内容の見直し・改訂を行った。
　　編集委員会
　　　第１回　平成２２年１０月１４日（木）　　中央児童相談所カウンセリング室
　　　第２回　平成２３年　１月１３日（木）　　中央児童相談所カウンセリング室
６　その他事業
　(1) 里親賠償責任保険料負担事業
　　  委託里親を対象に、賠償責任保険に加入した。（一時保護委託、レスパイト含む。）
　(2) 特別里親推進事業
　　　養育手当及び支度費を支給した。
　(3) 里子レクリエーション事業
　　　各支部が実施した、里子レクリエーション事業に対して助成した。
　(4) 支部事業振興に対する助成
　　　各支部が実施した里親研修会、事業振興、進学・就職激励会、里親開拓等の事業に対し　　て助成した。
　(5) いとしご育成基金受験料助成事業
　　　大学、短大、専門学校を受験する里子に対し、受験料を助成した。
　(6) 里親関係諸費請求の手引き
　　　里親関係諸費請求の手引きを作成し、里親及び関係機関に配布した。
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　科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

Ⅰ　増加の部

　1　資産増加額

什器備品購入額 110,540

退職給与引当預金増加額 181,226

いとしご育成基金増加額 2,283

基本財産積立金増加額 2,158  

諸大会等準備基金増加額 800,962 1,097,169

　２　負債減少額

　　増　加　額　合　計 1,097,169

Ⅱ　減少の部

　１　資産減少額

什器備品除却額 239,275

減価償却額 6,237

コンピュータ更新準備積立金減少額 396,399

当期収支差額 48,813 690,724

　２　負債増加額

退職給与引当金額繰入額 181,226 181,226

　　減　少　額　合　計 871,950

当期正味財産増加額 225,219

前期繰越正味財産額 13,746,367

期末正味財産合計額 13,971,586

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日


[image: image5.emf]（単位：円）

　科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

現金預金 2,188,656

　　流　動　資　産　合　計 2,188,656

　２　固定資産

基本財産 2,935,260

その他の固定資産

　什器備品 138,953

　退職給与引当預金 362,326

　いとしご育成基金預金 3,199,503

　諸大会等準備基金預金 4,226,376

　コンピュータ更新準備積立金預金 1,282,838

その他の固定資産合計 9,209,996

　　固　定　資　産　合　計 12,145,256

　　資　　産　　合　　計 14,333,912

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債 0

　２　固定負債

退職給与引当金 362,326

　　固　定　負　債　合　計 362,326

　　負　　債　　合　　計 362,326

Ⅲ　正味財産の部

正味財産 13,971,586

（うち基本金） 2,935,260

（うち当座正味財産増加額） 225,219

　　負債及び正味財産合計 14,333,912

貸　　借　　対　　照　　表

平成23年3月31日現在


[image: image6.emf]（単位：円）

　科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

現金預金  

　現金手許有高 0

　普通預金 2,188,656

　　流　動　資　産　合　計 2,188,656

　２　固定資産

基本財産 2,935,260

その他の固定資産

　什器備品 138,953

　退職給与引当預金 362,326

　いとしご育成基金預金 3,199,503

　諸大会等準備基金預金 4,226,376

　コンピュータ更新準備積立金預金 1,282,838

その他の固定資産合計 9,209,996

　　固　定　資　産　合　計 12,145,256

　　資　　産　　合　　計 14,333,912

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債 0

　２　固定負債

退職給与引当金 362,326

　　固定負債合計 362,326

　　負　債　合　計 362,326

13,971,586

財　　産　　目　　録

平成23年3月31日現在

　　正　味　財　産


平成２３年度事業計画　
１　総会及び理事会の開催
　(1) 総　　会
　　　平成２３年６月１２日（日）、中央児童相談所大会議室において開催し、平成２２年度　　事業報告及び決算、平成２３年度事業計画（案）及び予算（案）等の審議を行う。

　　　また、本年度は役員改選の時期となる。
　(2) 理事会
　　　事業実施計画の策定、補正予算及び主要会務等の審議を行う。
　　　　　第１回　　平成２３年　５月　　中央児童相談所大会議室
　　　　　第２回　　平成２３年１１月　　中央児童相談所大会議室
　　　　　第３回　　平成２４年　３月　　中央児童相談所大会議室
２　公益法人への移行

　　平成２４年度に公益社団法人へ移行するため、必要な手続きを進める。

３　会報「いとしご」の発行・編集及びリーフレット「里親制度のごあんない」の作成・配布　(1) 会報「いとしご」第５７号の発行・第５８号の編集
　　　特集記事「家族になって　～子どもの成長を見つめて～」、会員・里子・元里子からの

　　寄稿文、里子等の作品などを掲載した会報「いとしご」第５７号の発行（1,000部）及び第

　　５８号の編集を行う。（編集委員会を開催）

　(2) 「里親制度のごあんない」作成・配布

　　リーフレット「里親制度のごあんない」を作成（2,000部）し、各支部及び里親に配布する。

４　第５８回関東甲信越静里親研究協議会実行委員会の開催

　　平成２４年度開催に向け、実行委員会を設置し準備活動を行う。

　　　　　第１回　　平成２３年　６月　　中央児童相談所

　　　　　第２回　　平成２３年　８月　　中央児童相談所

　　　　　第３回　　平成２３年１２月　　中央児童相談所

　　　　　第４回　　平成２４年　２月　　中央児童相談所

５　大会への派遣
　　全国里親大会
　　　平成２３年１０月１日（土）・２日（日）
　　　愛知県名古屋市：愛知県女性総合センター　ウィルあいち
　　　代表及び大会会長表彰受賞者を派遣する。　　＜各支部１名＋受賞者＞
６　里子レクリエーション事業
　　各支部が実施する里子レクリエーション事業に助成する。

　　＜里子１人当たり宿泊 5,000円、日帰り2,000円＞
７　里親賠償責任保険料負担事業
　　里親（一時保護委託、レスパイトケアを含む）を対象に、損害賠償責任保険（補償額２億

　円）に加入する。
８　特別里親推進事業＜下記金額の範囲内で、知事が定める額＞
(1) 養育手当　　１人を超える里子について、１人１か月当たり10,000円を支給する。
(2) 支 度 費    １人を超える里子の受託時に、１人当たり20,000円を支給する。
９　支部事業振興に対する助成
　(1) 研 修 会
　　　各支部が開催する各種研修会に助成する。　　＜150,000円×6支部＞
　(2) 事業振興
　　　支部事業の実施・振興について助成する。　　＜里子１人当たり25,000円＞
　(3) 進学・就職激励事業　　＜里子１人当たり35,000円＞
　　　高等学校卒業児の進学・就職及び中学校卒業児の就職について助成する。
　(4) 里親開拓事業
　　　新規里親開拓及び委託促進事業について助成する。　　＜68,000円×6支部＞
10　里親関係諸費請求の手引きの作成・配布
　　給食費・教材費・入学支度金・見学旅行・就職支度費等に係る里親関係諸費請求の手引き　を作成、配布する。
11　いとしご育成基金受験料助成事業　　＜里子１人当たり30,000円＞
　　大学、短大、専門学校を受験する里子に対し、受験料を助成する。
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